
国
民
健
康
保
険
と
は
？

★
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入

職
場
の
健
康
保
険
（
健
康
保
険
組
合
、

共
済
組
合
な
ど
）
に
加
入
し
て
い
な
い

か
た
や
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い

か
た
は
す
べ
て
、
国
民
健
康
保
険
（
以

下
「
国
保
」
と
い
う
）
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
国
民
皆
保
険
制

度
と
い
い
ま
す
）

★
職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失

（
脱
退
）
し
て
国
保
に
加
入
す
る
場
合

加
入
す
る
日
は
届
け
出
た
日
で
な
く
、

そ
の
間
の
受
診
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

職
場
の
保
険
の
資
格
喪
失
日
に
な
り
ま

す
。
届
出
が
遅
れ
て
し
ま
う
と
国
民
健

康
保
険
税
が
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税
さ
れ

る
た
め
、
一
度
に
納
付
す
る
額
が
多
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

な
お
、
現
在
、
職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
の
に
国
保
脱
退
の
手
続

き
が
お
済
み
で
な
い
か
た
は
脱
退
手
続

き
が
必
要
で
す
。
（
国
民
健
康
保
険
税

は
再
計
算
さ
れ
、
還
付
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
）

こ
の
ほ
か
、
別
表
の
場
合
も
14
日
以

内
に
届
出
が
必
要
で
す
。

※
注
１
　
医
療
費
の
10
割
を
支
払
っ
て

医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
た
場
合
は
、
国

保
の
加
入
手
続
き
の
後
、
保
険
適
用
の

７
割
分
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険
か
ら

返
金
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
前
の
会
社
等
の
保
険
証
で
受
診
し

た
場
合
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
後
日

会
社
等
か
ら
本
人
に
請
求
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

※
注
２
　
国
民
健
康
保
険
税
は
加
入
し

て
い
る
被
保
険
者
の
所
得
（
前
年
の
所

得
）
や
資
産
な
ど
を
基
に
計
算
さ
れ
ま

す
が
、
納
税
は
世
帯
主
に
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

※
注
３
　
会
社
の
退
職
日
ま
で
継
続
し

て
２
か
月
以
上
健
康
保
険
（
共
済
組
合

を
除
く
）
に
加
入
し
て
い
た
場
合
、
退

職
前
の
健
康
保
険
の
保
険
給
付
サ
ー
ビ

ス
を
最
長
２
年
ま
で
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。（「
任
意
継
続

制
度
」
と
い
い
ま
す
）
こ
の
場
合
、
国

民
健
康
保
険
よ
り
も
保
険
料
が
安
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
会
社
退
職
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
20
日
以
内
に
届
け

出
る
等
の
制
約
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
健
康
保
険
組
合
等
に
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

★
保
険
証
（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
）保

険
証
は
、
国
保
の
被
保
険
者
で
あ

る
と
い
う
証
明
書
で
、
医
療
機
関
に
か

か
る
と
き
に
必
要
で
す
。
保
険
証
は
世

帯
ご
と
に
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
既
に

国
保
に
加
入
し
て
い
る
か
た
が
い
る
世

帯
で
別
表
の
届
出
が
必
要
と
な
る
場
合

は
、
国
保
の
保
険
証
も
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

★
扶
養
に
な
れ
ま
せ
ん
か
？

現
在
国
保
に
加
入
し
て
い
る
か
た
で
、

ご
家
族
の
か
た
が
会
社
等
へ
お
勤
め
で

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、

そ
の
扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

国
保
の
か
た
が
「
給
与
収
入
の
場
合

１
３
０
万
円
未
満
で
あ
る
」
ま
た
は
、

「
年
金
収
入
の
場
合
１
８
０
万
円
未
満

で
あ
る
」
な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
等
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
保
を
脱
退
し
た
日
以
降
は
、
保
険

証
が
使
え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
70
歳
以
上
の

か
た
で
老
人
保
健
に
該
当
し
て
い
な
い

か
た
は
、
高
齢
受
給
者
証
も
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

資
格
が
な
い
の
に
、
国
保
の
保
険
証

を
使
用
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
国
保

が
立
て
替
え
て
支
払
っ
た
医
療
費
（
保

険
負
担
分
）
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
給
付
係

内
線
１
４
２
・
１
４
８
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〜
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
〜

〜
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
〜�

〜
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
〜�

加入日＝喪失日�

加入日＝届出日�

※注１　「転入」「転出」「子どもが生まれた
とき」及び「死亡したとき」は、住民課への
届出が先になります。
※注２　世帯主の変更、氏名変更、転居等の
場合も届出が必要です。住民課へ先に届け出
てください。
※注３　老人保健受給者のかたや高齢受給者
証をお持ちのかたは、その手続きも必要です。

国
保
に
加
入
す
る
と
き�

国
保
を
脱
退
す
る
と
き�

他の市区町村から�
転入したとき�

こんなとき�

別表�

必要なもの�

転出証明書、印�
鑑�

職場の健康保険を�
やめたとき（扶養�
のかたを含む）�

保険の喪失証明�
書、印鑑�

生活保護を受けな�
くなったとき�

保護廃止決定通�
知書、印鑑�

子どもが生まれた�
とき�

国保の保険証、�
印鑑�

他の市区町村へ転�
出するとき�

国保の保険証、�
印鑑�

職場の健康保険に�
加入したとき（扶�
養のかたを含む）�

国保と新たに加�
入した保険証、�
印鑑�

生活保護を受ける�
ことになったとき�

保護開始決定通�
知書、印鑑、国�
保の保険証�

死亡したとき� 国保の保険証、�
印鑑�

こんなときは届出を�こんなときは届出を�
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4月からの 年金制度改正のポイント

「退職者医療制度」をご存知ですか？

4月からの 年金制度改正のポイント

「退職者医療制度」をご存知ですか？

★
退
職
者
医
療
制
度
と
は
…

被
用
者
保
険
（
職
場
の
健
康

保
険
等
）
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
高
齢

退
職
者
が
、
現
役
世
代
に
対
し

て
な
し
た
貢
献
を
前
提
に
被
用

者
保
険
の
被
保
険
者
が
共
同
で

退
職
者
の
医
療
費
を
負
担
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
制

度
に
該
当
す
る
か
た
の
医
療
費

は
、
本
人
の
自
己
負
担
分
以
外

は
、
保
険
税
と
職
場
の
健
康
保

険
等
が
出
し
合
う
「
拠
出
金
」

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま

す
。そ

こ
で
、
も
し
こ
の
制
度
の

対
象
者
が
届
出
を
せ
ず
、
一
般

被
保
険
者
の
ま
ま
で
医
療
を
受

け
て
い
る
と
、
本
来
、
健
康
保

険
な
ど
か
ら
支
払
わ
れ
る
べ
き

医
療
費
も
、
国
保
の
負
担
と
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
分
、

国
保
の
負
担
が
大
き
く
な
り
、

ひ
い
て
は
、
そ
の
財
源
と
な
る

保
険
税
を
値
上
げ
し
て
補
う
こ

と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

★
該
当
す
る
か
た
は
届
出
を

退
職
者
医
療
に
該
当
す
る

か
た
（
た
だ
し
、
①
、
②
い
ず

れ
の
場
合
も
老
人
保
健
に
該
当

す
る
か
た
は
除
き
ま
す
）

①
ア
　
国
保
に
加
入
し
て
い
る

か
た

イ
　
厚
生
年
金
や
各
種
共
済

組
合
な
ど
の
老
齢
（
退
職
）

年
金
を
受
け
て
い
て
、
こ

れ
ら
の
年
金
制
度
の
加
入

期
間
が
20
年
以
上
（
ま
た

は
40
歳
以
降
の
加
入
期
間

が
10
年
以
上
）
あ
る
と
き

以
上
の
条
件
を
満
た
し
て
い

る
か
た
が
退
職
者
医
療
制
度
の

「
本
人
」
に
該
当
し
ま
す
。

②
右
記
①
の
退
職
被
保
険
者

（
「
本
人
」
）
の
扶
養
家
族

右
記
の
「
本
人
」
と
同
一
世

帯
で
あ
り
、
「
本
人
」
に
よ
り

生
計
を
維
持
し
て
い
る
配
偶
者

及
び
三
親
等
以
内
の
家
族
は

「
被
扶
養
者
」
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
被
扶
養
者
の
年
間
収

入
が
１
３
０
万
円
（
60
歳
以
上

の
か
た
及
び
障
害
者
は
１
８
０

万
円
）
未
満
で
あ
る
と
い
う
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

★
届
出
に
は
以
下
の
も
の
が
必

要
で
す

①
年
金
証
書
（
加
入
期
間
、
組

合
期
間
等
が
明
記
さ
れ
て
い

る
も
の
）

②
国
民
健
康
保
険
証

③
印
鑑

国
保
を
適
正
に
運
営
し
て
い

く
た
め
に
も
、
14
日
以
内
に
お

届
け
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

保
険
年
金
課
国
民

健
康
保
険
給
付
係

内
線
１
４
２
・
１
４
８

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

公
的
年
金
制
度
は
５
年
に
一
度
、
制
度
の
見
直

し
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
昨
年
、
改
正
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

改
正
さ
れ
た
項
目
の
中
で
、
４
月
か
ら
実
施
さ

れ
る
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
引
き
上
げ

平
成
17
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額
１
３

５
８
０
円
に
な
り
ま
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
割
引
制
度
の
拡
充

毎
月
の
保
険
料
を
口
座
か
ら
「
当
月
引
落
と
し
」

に
す
る
と
、
月
々
40
円
割
引
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
の
前
納
を
口
座
振
替
に
す
る
と

納
付
書
で
前
納
す
る
よ
り
割
引
額
が
増
え
ま
す
。

現
在
、
保
険
料
を
口
座
か
ら
毎
月
引
落
し
に
し

て
い
る
か
た
は
「
翌
月
引
落
し
」
に
な
っ
て
い
ま

す
。
割
引
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
く
に
は
「
当
月

引
落
し
」
や
「
前
納
」
に
変
更
す
る
手
続
き
が
必

要
で
す
。

お
申
し
込
み
窓
口
は
、
金
融
機
関
や
郵
便
局
、

社
会
保
険
事
務
所
で
す
。

第
３
号
被
保
険
者
の
特
例
届
出
の
実
施

３
月
以
前
の
届
出
が
も
れ
て
い
る
第
３
号
被
保

険
者
期
間
を
、
す
べ
て
保
険
料
納
付
済
期
間
と
し

て
認
め
る
と
い
う
特
例
措
置
が
行
わ
れ
ま
す
。

届
出
の
方
法
等
、
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

社
会
保
険
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
の
創
設

若
年
者
（
30
歳
未
満
の
第
１
号
被
保
険
者
）
を

対
象
に
、
世
帯
主
の
所
得
を
問
わ
ず
に
、
本
人
と

配
偶
者
の
所
得
の
状
況
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

10
年
間
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
で
き
ま
し
た
。

猶
予
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
金
額
に
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
障
害
基
礎
年
金
等
の
保
険
料
納

付
用
件
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
猶
予
さ
れ

た
保
険
料
は
10
年
以
内
な
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き
、
追
納
す
れ
ば
老
齢

基
礎
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
追
納
す

る
と
き
の
保
険
料
は
、
経
過
し
た
年
数
に
応
じ
て

加
算
額
が
生
じ
ま
す
。

申
請
先
は
役
場
で
す
。

特
別
障
害
者
給
付
金
制
度
の
創
設

【
対
象
と
な
る
の
は
？
】

①
平
成
３
年
３
月
以
前
の
任
意
加
入
対
象
者
で
あ

っ
た
学
生

②
昭
和
61
年
３
月
以
前
の
任
意
加
入
の
対
象
で
あ

っ
た
被
用
者
（
厚
生
年
金
、
共
済
組
合
等
の
加

入
者
）
の
配
偶
者

で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
な
か

っ
た
期
間
内
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
り
、
現

在
、
障
害
基
礎
年
金
１
・
２
級
相
当
の
障
害
に
該

当
す
る
か
た
で
す
。

た
だ
し
、
65
歳
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
当

該
障
害
の
状
態
に
該
当
さ
れ
た
か
た
に
限
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
前
年
の
所
得
等
に
一
定
の
条
件
が
あ

り
ま
す
。

【
請
求
窓
口
は
？
】

請
求
受
け
付
け
は
役
場
で
す
。

障
害
認
定
等
の
審
査
、
給
付
金
の
支
給
事
務
は

社
会
保
険
庁
が
行
い
ま
す
。

【
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と
】

給
付
金
は
請
求
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。
４
月
に
ご
請
求
さ
れ
た
場
合
、
翌
月
の
５
月

分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

請
求
が
遅
れ
た
場
合
に
、
さ
か
の
ば
っ
て
支
給

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
早
め
に
ご
相
談
や
請
求
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所

@
０
４
８
（
７
３
７
）
７
１
１
１
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